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ました 「常磐沖で漁獲したコウナゴから、 あたり 万 ベクレルの放射性セシウ」。 1kg 1 2500

ム が検出された 」137 。

「東京金町浄水場で あたり ベクレルの1kl 210

放射性ヨウ素が検出され、食品衛生法に定める

乳児が飲んでもよいとされる上限の 倍にあた2

るモノです」と報じられたら、母親はパニック

状態に陥ります。

消費者も困ったが、もっと困ったのは生産者

で、一生懸命働いて収穫した農産物、或は水産

物が捨てるほかない、絶望的になってしまいま

す。

でも一寸待ってください。暫定値と

は「これ以上沢山の放射性物質を含む

食品を食べ続けなければ全く安全で

す 」と安全なラインを示しているのが。

「暫定規制値」なのです。

ところが放射性物質が何 ベクレルと

数値を言われても、それが何を意味す

るかを考えるよりも 「絶対に食べない、

ように」とアドバイスされたと解釈し

てしまいます。

特に水道水に放射性ヨウ素が含まれ

ている、と報道されたときはミネラル

ウォーターがスーパーの店頭から瞬間

的に姿を消してしまいました。

「人間の体に害になるもの、毒性のあ

るものは出荷していけない、摂取して

はいけない」と食品衛生法にあり、それぞれの規制値を明記してあります。

ところが放射性物質は規定がない、これはよもや原発が事故を起して放射性物質を撒き

散らすなど想定外ですから規制値は規定されていなかったのです。

それで急遽、内閣府原子力安全委員会が出していた「飲食物摂取制限に関する指標」を

採用することになり、文字通り「暫定」となったのですが、これも詳しく内容を説明しな

いで数値だけを発表したから、かえって混乱してしまったのです。

暫定規制値とは「その放射性物質の濃度の食べ物、飲み物を平均摂取量で 年間摂取し1

続けたときの被曝量を 以下にしましょう」という目安です。5mSv

、放射線の影響が人体に現われるかも知れない最低の基準値が 年間で ですから1 100mSv

、 。1 5mSv 1/20年間で 以下に抑えようと規定しているのですから で厳しい規定といえます

それを 回でも食べたらこの世も終わりみたいな騒ぎをしたのですから、誤解が生んだ1

騒ぎですが、誤解されるような発表をした政府は配慮が足りなすぎです。


